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「
第
２
回
平
泉
町
総
合
教
育
会
議
」を
開
催
し
ま
す

■
議
題
…
県
立
平
泉
世
界
遺
産
ガ
イ
ダ

ン
ス
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

■
日
時

　
12
月
21
日（
火
）

　

現
地
視
察　

午
後
１
時
30
分
～　

　

協
議　
　
　

午
後
２
時
45
分
～

■
場
所

　
現
地
視
察
は
、
県
立
平
泉
世
界
遺
産

ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
。

　

協
議
は
、役
場
３
階
委
員
会
室
２

■
注
意
事
項

　
傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
当
日
の
開
始

15
分
前
ま
で
に
、
備
え
つ
け
の
受
付
簿
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
地
視
察
に
係
る
傍
聴
人
は

先
着
20
人
と
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局　

察
46
―
５
５
７
６

特
設 

行
政
・
人
権
合
同
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

12
月
４
日
～
10
日
は「
人
権
週
間
」

で
す
。人
権
週
間
に
伴
い
人
権
擁
護
委

員
に
よ
る
人
権
相
談
所
と
行
政
相
談
委

員
に
よ
る
行
政
相
談
所
を
合
同
で
開
設

し
ま
す
。

家
庭
や
職
場
、
学
校
、
近
隣
な
ど
で

困
っ
て
い
る
こ
と
や
心
配
ご
と
、行
政

（
国
、
県
、
市
町
村
）
や
特
殊
法
人
な
ど

（
郵
便
局
、Ｎ
Ｔ
Ｔ
、高
速
道
路
な
ど
）

の
仕
事
に
関
す
る
困
り
ご
と
や
要
望
が

あ
る
人
は
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。相
談
は
無
料
、予
約
も
不
要
で
、秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

■
日
時

　

12
月
７
日（
火
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
場
所
…
役
場
２
階
和
室

■
相
談
員

　【
行
政
相
談
委
員
】

　

▽
千
葉
芳
邦
さ
ん（
12
区
）

　【
人
権
擁
護
委
員
】

▽
千
葉
博
昭
さ
ん
（
16
区
）
▽
菅
原

吉
紀
さ
ん
（
10
区
）
▽
瀧
澤
エ
イ
子

さ
ん
（
16
区
）
▽
八
重
樫
結
花
さ
ん

（
11
区
）

■
そ
の
他

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の

予
防
対
策（
マ
ス
ク
着
用
、消
毒
液
の
使

用
な
ど
）に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
　

町
民
福
祉
課

　
察
46
―
５
５
６
２

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

　
国
で
は
、
拉
致
問
題
の
一
日
も
早
い

解
決
の
必
要
性
を
多
く
の
人
に
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
、
毎
年
12
月
10
日
か
ら

16
日
を
「
北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間
」と
定
め
て
い
ま
す
。

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

へ
の
対
処
が
国
際
社
会
を
挙
げ
て
取
り

組
む
べ
き
課
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
の
関
心
と
認
識
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

町
民
福
祉
課

　
察
46
―
５
５
６
２

障
が
い
者
の
虐
待
を
防
止
し
ま
し
ょ
う

　

障
が
い
者
の
虐
待
は
、
養
護
者
に
よ

る
も
の
、
福
祉
施
設
な
ど
の
職
員
に
よ

る
も
の
、
障
が
い
者
を
雇
用
す
る
雇
用

主
な
ど
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
主
に

身
体
的
虐
待
、
性
的
虐
待
、
心
理
的
虐

待
、
放
棄
・
放
任
、
経
済
的
虐
待
の
５
種

類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
身
近
な
と
こ
ろ

で
起
こ
り
ま
す
が
、密
室
性
が
高
く
、
表

面
化
し
に
く
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
障
が
い
の
種
類
な
ど
に
よ
り
、障
が

い
者
本
人
が
虐
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

認
識
で
き
な
い
場
合
や
、「
し
つ
け
」や

「
指
導
」と
い
っ
て
虐
待
を
さ
れ
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

障
が
い
を
持
つ
人
も
持
た
な
い
人
も

安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、
障
が
い
者

の
特
性
を
理
解
し
、
周
囲
や
地
域
で
障
が

い
者
を
見
守
り
、支
援
し
ま
し
ょ
う
。

　

障
が
い
者
虐
待
に
関
す
る
こ
と
は
、

保
健
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー

　
察
46
―
５
５
７
１

１
日
食
塩
摂
取
調
査
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

　

県
の
健
康
課
題
で
あ
る
脳
卒
中
予
防

に
は
、血
圧
の
適
正
化
が
必
要
で
、そ
の

た
め
に
は
減
塩
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

　

平
泉
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
で

は
「
１
日
食
塩
摂
取
調
査
に
よ
る
減
塩

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
事
業
」
を
実
施
し
て

お
り
、
調
査
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る

人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
実
施
期
間

　

令
和
４
年
１
月
14
日（
金
）ま
で
の
連

続
し
た
５
日
間

■
場
所

　
自
宅
（
希
望
者
に
測
定
機
器
の
使
用

方
法
な
ど
を
説
明
し
て
実
施
し
ま
す
）

■
定
員
…
５
名（
家
族
で
の
参
加
可
）

■
内
容

①
早
朝
尿
（
夜
間
尿
を
含
む
）
を
減

塩
モ
ニ
タ
で
測
定

②
食
事
量
調
査

①
、②
と
も
連
続
し
た
５
日
間
で
実
施

■
問
い
合
わ
せ
先

　
平
泉
町
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
事
務
局

（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）　
察
46
―
５
５
７
１

年
末
の
し
尿
汲
み
取
り
は
お
早
め
に

　

し
尿
く
み
取
り
業
者
は
、12
月
29
日

（
水
）か
ら
令
和
４
年
１
月
３
日（
月
）ま

で
休
業
し
ま
す
。

　
年
末
に
し
尿
の
汲
み
取
り
を
依
頼
す
る

場
合
は
、早
め
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
先

公
徳
社　

察
46
―
４
２
３
５

㈲
平
泉
衛
生
社　

察
46
―
３
９
３
４

■
問
い
合
わ
せ
先

　

一
関
清
掃
セ
ン
タ
ー　

察
21
―
２
１
５
７

町
民
福
祉
課　
　

察
46
―
５
５
６
２

平
泉
町
中
小
企
業
等
経
営
支
援
金
の
申
請
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
感
染
拡
大
の

影
響
を
受
け
て
い
る
町
内
中
小
企
業
者

等
に
交
付
す
る「
平
泉
町
中
小
企
業
等

経
営
支
援
金
」の
申
請
期
限
は
、12
月
28

日（
火
）で
す
。

■
対
象
と
な
る
事
業
者

　

町
内
に
店
舗
か
事
務
所
を
有
し
事

業
を
行
っ
て
い
る
中
小
企
業
者
等
で
、

令
和
３
年
４
月
か
ら
11
月
ま
で
の
売
上

の
う
ち
、
い
ず
れ
か
月
の
売
上
が
前
々

年
同
月
に
比
べ
30
％
以
上
減
少
し
て
い

る
か
、
い
ず
れ
か
の
連
続
す
る
３
か
月

の
売
上
合
計
が
前
々
年
同
期
間
に
比
べ

20
％
以
上
減
少
し
て
い
る
事
業
者
。

※
新
規
創
業
者
の
場
合
は
、
前
年
売
上
と
の

比
較
な
ど
で
売
上
減
少
を
確
認
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
支
援
金
額
…
５
万
円

■
申
請
期
限
…
12
月
28
日
（
火
）
ま
で

■
必
要
書
類

【
全
て
の
事
業
者
】

▽
申
請
書
（
用
紙
は
、
観
光
商
工
課
、

平
泉
商
工
会
で
配
布
し
ま
す
）

▽
売
上
減
少
状
況
票
（
用
紙
は
、
観

光
商
工
課
、
平
泉
商
工
会
で
配
布

し
ま
す
）

▽
売
上
減
少
の
対
象
と
な
る
月
ま
た

は
連
続
す
る
３
カ
月
の
売
上
台
帳

▽
振
込
先
通
帳
の
写
し

【
法
人
の
場
合
】

▽
確
定
申
告
書
の
控
え

▽
法
人
事
業
概
況
説
明
書
の
控
え

▽
履
歴
事
項
全
部
証
明
書

【
個
人
事
業
主
の
場
合
】

▽
確
定
申
告
書
の
控
え

▽
申
告
の
決
算
書
の
控
え
ま
た
は

収
支
内
訳
書
の
控
え

▽
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

■
申
請
方
法

平
泉
商
工
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
交
付
に
係
る
売
上
減
少
認
定
事
務

を
平
泉
商
工
会
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
観
光
商
工
課　
　

察
46
―
５
５
７
２

平
泉
商
工
会　
　

察
46
―
３
５
６
０

油
の
流
出
事
故
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

例
年
冬
に
、
事
業
所
や
一
般
家
庭
の

ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
重
油
や
灯
油
な
ど

が
漏
れ
出
し
、
用
水
路
や
河
川
へ
流
出
す

る
な
ど
の
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
原
因
の
多
く
は
、
油
の
移
し
替
え

の
途
中
に
目
を
離
し
た
こ
と
や
パ
イ
プ

が
破
損
し
て
い
た
こ
と
な
ど
で
す
。

　

油
の
流
出
は
、
飲
料
水
や
農
業
用
水
な

ど
に
利
用
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
が

生
息
す
る
河
川
の
環
境
を
汚
染
し
ま
す
。

　

油
流
出
の
処
理
に
要
す
る
費
用
は
原

因
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
の
で
、
特
に

ホ
ー
ム
タ
ン
ク
を
設
置
し
て
い
る
一
般

家
庭
や
事
業
所
の
皆
さ
ん
は
、
普
段
か
ら

十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
福
祉
課　

　
察
46
―
５
５
６
２

年
末
年
始
の
ご
み
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て

■
ご
み
収
集
業
務

　

年
末
は
12
月
30
日(

木)

ま
で
通
常
通

り
収
集
、
年
始
は
令
和
４
年
１
月
４
日

（
火
）か
ら
収
集
を
行
い
ま
す
。

■
ご
み（
持
ち
込
み
）の
受
け
入
れ

　

年
末
は
、
12
月
28
日(

火)

午
後
４
時

30
分
ま
で
、
年
始
は
令
和
４
年
１
月
４

日(

火)

か
ら
受
け
入
れ
ま
す
。

　

※
事
業
所
か
ら
の
持
ち
込
み
は
「
可

燃
ご
み
」
に
限
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

一
関
清
掃
セ
ン
タ
ー　

察
21
―
２
１
５
７

町
民
福
祉
課　
　

察
46
―
５
５
６
２

悠
久
の
湯
平
泉
温
泉「
年
末
年
始
・
大
感
謝
祭
」

■
期
間
…
12
月
１
日（
水
）
～

令
和
４
年
１
月
31
日（
月
）

■
特
典

①
午
後
６
時
以
降
の
入
館
料
３
０
０

円
（

通

常

は

午

後

７

時

以

降

３
０
０
円
）

②
65
歳
以
上
の
人
は
、
３
時
間
以
内

が「
入
館
料
４
０
０
円
」

　

（
受
け
付
け
で
65
歳
以
上
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
く
だ
さ
い
）

③
４
年
１
月
１
日
（
土
）
か
ら
１
月

３
日
（
月
）
ま
で
の
期
間
、
先
着

１
０
０
０
人
に
粗
品
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
す
。

■
備
考

　

12
月
29
日
（
水
）か
ら
４
年
1
月
３
日

（
月
）
ま
で
は
「
特
典
①
と
②
」
、
午
後
７

時
以
降
の
３
０
０
円
は
適
用
除
外
と
な

り
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
福
祉
課　
　

察
46
―
５
５
６
２

　

悠
久
の
湯
平
泉
温
泉　

察
34
―
１
３
０
０


